
平成 年 月 日現在

○○土地改良区

土地改良区体制強化基本計画（例）
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【作成に当たっての留意事項】

① 調査や関係者間で調整等が必要な場合及び直ちに詳細を定めることができない場合等については、可能な範囲で、概略又は基本的な方針等を定めること。

② 本計画は、必要に応じて、５年ないし10年程度の中長期的観点から見直すこと。



１ 土地改良区の概要

地 区 面 積 ha （内訳）田 ha 畑 ha その他 ha

組 合 員 数 人

役 員 数 理 事 人 （うち員外 人） 監 事 人 （うち員外 人）

職 員 数 事務系 人 （うち専任 人、兼任 人） 技術系 人（うち専任 人、兼任 人）

合 計 人 （うち専任 人、兼任 人）

財 政 規 模 平成 年度

一般会計 収入 千円

支出 千円（うち次年度繰越金 千円）

特別会計

（ ）収入 千円

支出 千円（うち次年度繰越金 千円）

（ ）収入 千円

支出 千円（うち次年度繰越金 千円）

（ ）収入 千円

支出 千円（うち次年度繰越金 千円）

関係市町村名

実施した主な 事 業 名 受益面積 工 期 事 業 費 備 考

土地改良事業



２　施設管理強化に関する事項

（１）土地改良区が管理する施設の現状及び施設管理強化への取組の基本的方針

（２）施設補修整備計画について

《様式　１》

施設群：○○頭首工～○○揚水機場

標準耐用年数 経過年数 事業量 金額 事業量 金額 事業量 金額 事業量 金額 事業量 金額 事業量 金額 事業量 金額 事業量 金額 事業量 金額 事業量 金額

○○頭首工

　洪水吐ゲート Ｈ○ 扉体塗装 ２門 7 Ｈ○ ○○ ○○ １門 12,000 １門 12,000

Ｈ○ 開閉装置分解整備・補修・更新 １式 10 Ｈ○ ○○ ○○ 1式 28,000

　 Ｈ○ ○○○ ○○ ○ Ｈ○ ○○ ○○ ○○ ○○

　土砂吐ゲート Ｈ○ 水密ゴム更新 １門 7 Ｈ○ ○○ ○○ １門 600

Ｈ○ ワイヤーロープ更新 １門 15 Ｈ○ ○○ ○○ １門 2,000

　取水ゲート Ｈ○ ○○○ ○○ ○ Ｈ○ ○○ ○○ ○○ ○○

　電気設備 Ｈ○ 低圧受電盤 １面 10 Ｈ○ ○○ ○○ １面 2,000

　 　

○○分水工 　

　○○○ Ｓ○ ○○○ ○○ ○ Ｈ○ ○○ ○○ ○○ ○○

○○揚水機場 Ｈ○ ○○○ ○○ ○ Ｈ○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○

○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○

【記載要領】

③記載例は、一連の施設群ごとに整理することを想定したものであるが、集落毎や合併前の土地改良区毎などに整理することも想定される。

施設の名称等 備考
平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度 平成33年度

○○頭首工～○○揚水機場掛・計

①土地改良区が管理する施設の種類や状況等に応じて、また今後必要となる定期的な整備補修について関係組合員が理解しやすいように、様式１又は２を参考にしつつ、適宜項目を変更、追加、削除等して作成する。（２つの様式で作
成する必要はない。）

②おおむね１０年以内の周期で定期的に行う、今後10年間程度の期間内に必要となる整備補修について整理する。（「10年以内の周期」、「今後10年間程度」はいずれも目途であり、土地改良区の判断により適宜変更可。）

【作成にあたっての留意事項】
・施設整備補修の時期等について調査等が必要な場合や、実施時期について関係者間での調整等が必要で、直ちに詳細を定めることができない場合等は、以下の様式によらず可能な範囲で、概略または基本的な方針等を定めること。

【記載要領】
・土地改良区が管理する施設の現状や、施設管理にあたっての基本的方針を記載する。また、必要に応じて、地区内の作付けの変化や、農地の集積など、営農に関する状況の変化や、それに対する施設管理に当たっての土地改良区の
対応方針などについても記載する。

造成年度 数量整備補修の内容 整備周期 直近整備年度
参考

維持管理のための施設整備補修の年度別計画概要

平成34年度 平成35年度 平成36年度 平成37年度



《様式　２》

施設名：○○頭首工
(千円）

標準耐用年数 経過年数

Ｓ○ 扉体 1門 10 Ｈ○ Ｈ○ 扉体塗装に併せて水密ゴムの交換を実施 13,000 ○○ ○○

Ｓ○ ワイヤーロープ 1門 10 Ｈ○ Ｈ○ ワイヤーロープ更新 3,700 ○○ ○○

Ｓ○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○

Ｓ○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○

Ｓ○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○

Ｓ○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○

Ｈ○ 受電盤 1面 10 Ｈ○ Ｈ○ 分解整備（盤内機器（配線用遮断器等交換） 2,000 ○○ ○○

Ｈ○ 非常用電源装置 1台 15 Ｈ○ Ｈ○ 運転確認、点検整備、バッテリー交換 1,500 ○○ ○○

Ｈ○ 除塵機操作盤 1面 10 Ｈ○ Ｈ○ 更新 1,000 ○○ ○○

【記載要領】

③記載例は、個別の施設ごとに整理することを想定したものである。

取水ゲート

除塵設備

電気設備

①土地改良区が管理する施設の種類や状況等に応じて、また今後必要となる定期的な整備補修について関係組合員が理解しやすいように、様式１又は２を参考にしつつ、適宜項目を変更、追加、削除等して作成する。（２つの様
式で作成する必要はない。）

②おおむね１０年以内の周期で定期的に行う、今後10年間程度期間内に必要となる整備補修について整理する。（「10年以内の周期」、「今後10年間程度」はいずれも目途であり、土地改良区の判断により適宜変更可。）

土砂吐ゲート

施設整備補修の計画概要

施設区分
機器名又は
設備名等

造成年度 数量 整備周期
直近整備
年度

整備補修
予定年度

整備補修の内容 金額 備考
参考



　

（３）維持管理適正化事業について

造成事業名 事業費 備考

(又は地区名等） (千円） H28 H29 H30　 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37

２９年度 ○○第1揚水機場 県 Ｓ４９ ほ場整備 ポンプ整備補修 5,000 　 ●

２９年度 ○○堰分水工 国 Ｈ９ ○○川沿岸 定量分水装置整備補修 6,000 ●

○○年度 ○○ ○ ○ ○○ ○○ ○○ ●

○○年度 ○○ ○ ○ ○○ ○○ ○○ ●

【記載要領】

・加入予定年度は、加入を希望する年度を記載する。

・「事業実施予定年度」欄には、整備補修の実施を希望する年度に「●」を記載する。

・事業実施に伴う負担や受益が、土地改良区の一部の地域に限られる場合は、関係する集落名や下部組織名等を備考欄に記載するなど関係組合員が理解しやすいように努める。

土地改良施設維持管理適正化事業実施計画

事業実施予定年度
加入予定年度 施設名 造成主体

造成
年度

整備補修内容



（４）更新整備構想について
《様式　１》

想定工事費

(百万円） 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68

国営規模施設
○○ S○○土木構造物 国 ○○ ○○ S○ ○○ ○ ◎

○○ S○○鋼構造物 国 ○○ ○○ S○ ○○ ○ ◎

○○ S○○管路 国 ○○ ○○ S○ ○○
○○ S○○土木構造物 国 ○○ ○○ S○ ○○ ○

○○ S○○鋼構造物 国 ○○ ○○ S○ ○○ ○

○○ H○○電気設備 国 ○○ ○○ S○ ○○ ○

　 ○○ S○○ トンネル 国 ○○ ○○ S○ ○○ ○

○○幹線用水路 ○○ S○○ 開水路(二次製品） 国 ○○ ○○ S○ ○○ ○

○○幹線用水路 ○○ H○○管路 県 ○○ ○○ S○ ○○ ○

県営規模施設
○○頭首工 ○○ H○○土木構造物 県 ○○ ○○ S○ ○○ ○ 　

○○ H○○鋼構造物 県 ○○ ○○ S○ ○○ ○

　 ○○ S○○電気設備 県 ○○ ○○ S○ ○○ ○ ◎

○○ S○○ 開水路(二次製品） 土地改良区 ○○ ○○ S○ ○○ ○

　 ○○ S○○土木構造物 県 ○○ ○○ S○ ○○
○○ S○○鋼構造物 県 ○○ ○○ S○ ○○ ○

○○ S○○電気設備 県 ○○ ○○ S○ ○○ ○

(備考）
①国営事業(○○地区）　想定事業実施時期　平成３５年度～平成４０年度　総事業費概算　○○億円　地元負担額○億円（想定負担割合　国：県：市町村：土地改良区　○：○：○：○）
②国営事業(○○地区）　想定事業実施時期　平成５５年度～平成６０年度　総事業費概算　○○億円　地元負担額○億円（想定負担割合　国：県：市町村：土地改良区　○：○：○：○）
③県営事業(○○地区）　想定事業実施時期　平成４２年度～平成４６年度　総事業費概算　○○億円　地元負担額○億円（想定負担割合　国：県：市町村：土地改良区　○：○：○：○）
④県営事業(○○地区）　想定事業実施時期　平成６２年度～平成６６年度　総事業費概算　○○億円　地元負担額○億円（想定負担割合　国：県：市町村：土地改良区　○：○：○：○）

グルーピング 更新・改築の実施時期 ○造成又は更新・改築からの標準耐用年数の到来

(想定事業実施時期） 大規模補修の実施時期 ◎長寿命対策後の耐用年数到来

【記載要領】

③本様式は、国が作成する「広域基盤整備計画書」の「「長寿命化に配慮した更新整備計画（様式２－１）」を簡略化したものである。広域基盤整備計画調査を実施している地域において本構
想を作成する際は、その成果を参考にされたい。また、本構想の作成に当たっては、国や都道府県等が機能診断等を実施している場合はそれらの成果も参考とされたい。

①土地改良区が管理する施設の種類や状況等に応じて、また今後必要となる長期的な更新整備の構想について関係組合員が理解しやすいように、様式１又は２を参考にしつつ、適宜項目を
変更、追加、削除等して作成する。（２つの様式で作成する必要はない。）

②大規模な補修（概ね10年以上の周期で行うような整備補修）や更新整備事業について、今後40年間～50年間程度の間に実施する必要があると見込まれる補修等について記載する。（「10
年以上の周期」、「40年間～50年間程度」はいずれも目途であり、土地改良区の判断により適宜変更可。）

造成主体
受益
面積
（ha）

整備年次計画(平成２８年度～）

更新整備長期構想

施設の名称等

○○揚水機場
○○幹線用水路

○○幹線用水路

○○頭首工
○○幹線用水路

○○ダム

標準耐用
年数

機能診断
実施年度
（直近）

機能診断
結果

施設区分
造成
年度



《様式　２》

実施予定年度 事業名 事業主体 事業費(百万円） 土地改良区負担額(百万円）

○○頭首工 フローティングタイプ Ｈ１ 1カ所 国 3,120 50 26 Ｈ２５ Ｓ４ Ｈ５１ かんがい排水 国 2,000 600

○○導水路 開渠Ｂ＝２．４ｍ　Ｈ＝２．１ｍ Ｈ１ Ｌ＝７５０ｍ 国 3,120 40 26 Ｈ２５ Ｓ４ Ｈ４８ かんがい排水 国 500 400

鋼構造物（渦巻きポンプ） Ｈ１ 700＊３台 県 850 30 26 Ｈ２５ Ｓ４ Ｈ４０ かんがい排水 県 400

電気設備（受電盤・操作盤） Ｈ１ １式 県 850 20 26 Ｈ２５ Ｓ４ Ｈ４０ かんがい排水 県 200

【記載要領】

③国が実施する広域基盤整備計画調査において「長寿命化に配慮した更新整備計画」が作成されている場合や、国や都道府県等が機能診断等を実施している場合は、本構想の作成に当たってはそれらの成
果を参考とされたい。

①土地改良区が管理する施設の種類や状況等に応じて、また今後必要となる長期的な更新整備の構想について関係組合員が理解しやすいように、様式１又は２を参考にしつつ、適宜項目を変更、追加、削除
等して作成する。（２つの様式で作成する必要はない。）

②大規模な補修（概ね10年以上の周期で行うような整備補修）や更新整備事業について、今後40年間～50年間程度の間に実施する必要があると見込まれる補修等について記載する。（「10年以上の周期」、
「40年間～50年間程度」はいずれも目途であり、土地改良区の判断により適宜変更可。）

更新整備・大規模補修事業(想定）

更新整備長期構想

（経過年数は平成２７年現在）

60○○揚水機場

機能診
断実施
年度（直
近）

機能診断
結果

施設の名称等
造成
年度

造成数量
標準耐
用年数

経過
年数

構造・規格等
（又は施設区分等）

造成主体
受益面積
（ha）



（５）　事前積立の取組について

①　現在実施している積立金について

（記載例）

　・備荒積立金　　　○○○千円

　・事業積立金　　　○○○千円
　・維持管理適正化事業積立金　○○○千円
　・○○○積立金　　○○○千円

　(平成○年○月現在）

②　積立金の活用が必要と見込まれる施設整備・大規模補修等について

（記載例）
・○○除塵機補修　平成３１年度　２３百万円
・○○幹線用水路大規模補修　平成３０年度～３２年度　３０百万円

③　新たな積立の必要性及び金額等について

（記載例）

・現在の年次積立計画による積立により、平成○○年度までの施設整備・大規模補修等に対応できる見込みであり、当面新たな積立は必要ないと見込まれる。

【記載要領】
・規約等に基づき現在実施している積立金のうち、土地改良区が行う維持管理事業に活用できる積立金の名称及び金額を記載する。

【記載要領】
・土地改良区が維持管理事業として実施する施設整備・大規模補修等において、積立金を活用することが見込まれる事業、実施年度及び概算額等について記載する。
必要に応じて、表形式で整理することも検討すること。

【記載要領】
・現時点の積立金残額、将来的に積立金の活用が必要となることが見込まれる施設整備等を勘案して、今後新たな積立金の取組が必要かどうか、またもし必要な場合
は、積立を行う期間及びその金額等について記載する。

・平成○○年度以降、積立金が不足することが見込まれることから、平成○○年度より○○百万円／年の新たな積立が必要となることが見込まれる。



（参考）
（６）　業務継続計画（BCP)策定の取組について

①　策定の必要性について

②　対象施設について

③　策定のための体制及び手順について

④　作成時期の目途について

【記入要領等】

　業務継続計画（BCP)については、農林水産省が「土地改良施設管理者のための業務継続計画（ＢＣＰ）策定マニュアル（案）（平成２７年３月）」を作成し
ており、当該マニュアル等に基づき、国営関連の土地改良区を中心に策定が進められているところである。
　今後も、国営関連の土地改良区を中心に順次策定が進められる予定であるが、策定の取組を希望する場合は、マニュアルの提供等が可能であること
から、各都道府県の土地改良指導部局を通じて、各地方農政局土地改良管理課等へ照会されたい。また、策定に取り組む土地改良区で、組合員等に
周知するることにより、今後の円滑な土地改良区運営に資することが見込まれる場合は、本様式を参考にその取組について本基本計画に位置付けるこ
とを検討されたい。



３ 財務管理強化に関する事項

（１）財務管理強化に係る基本方針

（記載例）

複式簿記会計及び外部監査の導入により、財務管理強化を図るものとする。また、非補助土地改良事業の実施に当たっては、農業基盤整備資金

の融資を受け、計画的な推進を図るものとする。

（２）複式簿記会計導入計画

① 土地改良区事業別区分 国営関連 ・ 県営・機構営関連 ・ その他 ② 複式簿記会計導入の有無 有 ・ 無

③（②で無の場合）導入予定の有無 有（本格導入）・ 有（補完的導入）・ 無 ④（③で有の場合）導入予定年度 平成 年度導入予定

⑤ 簿記・会計関係の資格取得職員
日商簿記 級 人 全商簿記 級 人 その他資格

級 人 級 人

⑥ 特記事項

【記載要領】

① 土地改良区事業別区分

土地改良区が管理する土地改良施設について、国営土地改良事業により造成されたものが存する場合には「国営関連」を、都道府県営土地改良事業又は水

資源開発基本計画に基づき独立行政法人水資源機構が行う事業により造成されたものが存する場合には「県営・機構営関連」を、これら以外の場合には「そ

の他」を選択する。

② 複式簿記会計導入の有無

複式簿記会計導入済の場合には「有」を、未導入の場合には「無」を選択する。

③ 導入予定の有無

平成32年度までに複式簿記会計の導入予定がある場合には「有」（本格導入又は補完的導入）を、ない場合には「無」を選択する。

「本格導入」とは、会計細則を複式簿記方式に改正し、土地改良区会計基準（平成23年４月１日22農振第2410号）を適用して複式簿記方式により会計処理

を行うことをいい、「補完的導入」とは、単式簿記方式で作成した決算書類をもとに、期末に一括して財務諸表を作成することをいう。

なお、「無」を選択した場合には、導入が困難である具体的な理由等を「⑥ 特記事項」欄に記載するものとする。

④ 導入予定年度

・ 国営関連の場合

平成29年度までを準備・試行期間とし、平成30年度以降の導入が可能となるよう努めるものとする。

・ 県営・機構営関連の場合



平成30年度までを体制整備及び準備・試行期間とし、平成31年度以降の導入が可能となるよう努めるものとする。

・ その他の場合

平成31年度までに導入に向けた取組みに着手するよう努めるものとする。

・ ③で「無」を選択した場合

記載を要しない。

⑥ 特記事項

複式簿記会計の導入に当たり、現時点で有している課題や、当該課題を解決するために今後必要となる対策等、特筆すべき事項を記載する。

（３）外部監査導入計画

① 国営関連土地改良区該当の有無 有 ・ 無 ② 外部監査導入の有無 有 ・ 無

③（②で無の場合）導入予定の有無 有 ・ 無 ④（③で有の場合）導入予定年度 平成 年度導入予定

⑤ 特記事項

【記載要領】

① 国営関連土地改良区該当の有無

土地改良区が管理する土地改良施設について、国営土地改良事業により造成されたものが存する場合には「有」を、それ以外の場合には「無」を選択する。

② 外部監査導入の有無

外部監査導入済の場合には「有」を、未導入の場合には「無」を選択する。

③ 導入予定の有無

平成32年度までに外部監査の導入予定がある場合には「有」を、ない場合には「無」を選択する。

なお、①で「有」を選択し、③で「無」を選択した場合には、導入が困難である具体的な理由等を「⑤ 特記事項」欄に記載するものとする。

④ 導入予定年度

・ ①で「有」を選択した場合

平成29年度までを準備期間とし、平成30年度以降の導入が可能となるよう努めるものとする。

・ ③で「無」を選択した場合

記入を要しない。

⑤ 特記事項

外部監査の導入に当たり、現時点で有している課題や、当該課題を解決するために今後必要となる対策等、特筆すべき事項を記載する。



（４）非補助土地改良事業推進計画

（単位 地区数：件、金額：百万円）

事 業 種 類
農業基盤整備資金融資申込予定

備 考
Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31 Ｈ32 Ｈ33 Ｈ34 Ｈ35 Ｈ36 Ｈ37

地区数
かんがい排水 金 額

地区数
耕 地 整 備 金 額

地区数
区 画 整 理 金 額

地区数
農 道 金 額

地区数
農 地 造 成 金 額

地区数
農村環境基盤施設 金 額

地区数
農業集落排水 金 額

地区数
維 持 管 理 金 額

地区数
合 計 金 額

【記載要領】

・ 基本計画策定時点で、農業基盤整備資金の融資申込を計画している非補助土地改良事業（国の直接又は間接の補助の対象とならない土地改良事業をいう。）

について、平成28年度から平成37年度までの予定地区数及び金額を、事業種類別に記入する。

・ 事業種類欄に含まれる工種は以下のとおりとする。

耕地整備 ・・・・・・ 区画整理、農道、暗渠排水、客土、索道、床締、心土耕、酸性きょう正、石れき除去、畦畔整備

農地造成 ・・・・・・ 防災施設、農地保全、飲雑用水施設

農村環境基盤施設 ・・ 農業集落道、営農飲雑用水、農業集落排水、集落防災安全

・ 具体的な予定地区が存しない年度においては、農業基盤整備資金融資申込予定欄への記載を要しない。

・ 備考欄には、地区名等の補足説明事項を記入する。



４ 受益農地管理強化に関する事項

（１）農地利用等計画

① 田 ha 畑 ha その他 ha 合計 ha

ha 畑 ha ha ha

ha 畑 ha ha ha

ha ha ha ha

％ ％ ％ ％

ha ha ha ha

％ ％ ％ ％

ha 年 月 日

ha 年 月 日

年 月 日

年 月 日

名 名

名 名

その他 合計

地区内農用地の利用構成

【達成目標年度：平成　　　　年度】

③

担い手農家の農地利用（①の内数）
（担い手農家が占める割合＝担い手への農地集積率）

田

【達成目標年度：平成　　　　年度】

②
耕作放棄地

田

（　　） （　　） （　　） （　　）

畑 その他 合計

（　　） （　　） （　　） （　　）

【達成目標年度：平成　　　　年度】 戸 左のうち法人数 法人

⑤
農地中間管理機構に対する農地貸付

貸付面積 貸付設定年月

平成

【達成目標年度：平成　　　　年度】 平成

④
地区内の担い手農家数 戸 左のうち法人数 法人

遅延理由

【達成目標年度：平成　　　　年度】 地区

⑥
農業経営基盤強化促進法第18条第５項に基づく農用地
利用集積計画の作成申出

作成申出予定年月日 平成

計画作成予定年月日 平成

⑦
換地処分遅延地区

遅延地区数

地区

⑧
換地技術者育成

土地改良換地士
土地改良換地士以外の
換地技術者【達成目標年度：平成　　　　年度】



【記載要領】

・ ①については、「１ 土地改良区の概要」の地区面積と整合を図ることとする。

・ ②～⑧については、上段に基本計画策定時点における現状値を記載するとともに、下段に目標値を記入する。また、目標値の達成目標年度を併せて記入

する。

・ ⑦の「遅延理由」については、下のア～クのうち該当するものを選択して記入する（複数回答可）。

ア 換地計画原案等に対する不満 カ 一時利用地の指定に対する異議申立等

イ 一時利用地の指定に対する不満 キ 換地業務の遅延（選定調整、相続・分筆登記の遅れ、国公有地編入・払下げ処理、境界確定、

ウ 工事の施工に対する不満 地図訂正、市町村界・字界変更手続き、境界紛争等、非農用地調整等）

エ 換地計画に対する不同意 ク 確定測量の遅れ

オ 換地計画書に対する異議申立等 ケ その他

・本表は、地域や集落単位で作成する「人・農地プラン」との整合を図ることとする。

・必要に応じて、農地利用集積図等を添付することとする。

（２）所有者の所在不明等農地対応計画

（記載例）

本地区は昭和30年代にほ場整備事業を実施したものの、10a区画の狭小な農地であるため、大型機械導入による農作業の効率化に支障

をきたしている。また、これを理由として担い手への農地集積が進まず、その結果、耕作放棄地が増加しており、農業用排水路の管理や

経常賦課金の徴収について将来的に悪影響を及ぼすことが懸念される。

これらの課題に対応するため、ほ場整備による農地の大区画化と担い手への農地集積を行い、農地の有効的・効率的利用を図るべく、

ほ場整備事業の実施に向けて合意形成を進めているが、地区内に所有者の所在が不明である農地が多数存在し、合意形成を進める上での

大きな支障となっている。また、これらの農地については、ほ場整備予定地区から除外等することで調整を図ったものの、地区内優良農

地の中心部に位置し、周辺農地への影響が大きいことから地区除外による対応は困難である。

このため、所有者の所在が不明である農地を含めてほ場整備を実施するために、不在者財産管理制度の活用を検討することとする。な

お、本制度については、県内及び近県にその活用事例がないため、手続や諸費用の負担調整及び制度利用に当たってのデメリット等の検

証を行う必要があるため、平成○年度中にそれらの検証を行い、ほ場整備事業に着手する前々年度の制度利用を目指すこととする。



（３）換地処分遅延地区解消計画

（記載例）

○○地区の換地処分の遅延は、数十年間の長期に渡っており、当時の事情を知る者も少なく、加えて、一時利用地指定による耕作上の

問題等が生じていなかったため、換地処分に対する地元の問題意識も希薄であった。また、遅延の原因となっている事象が、裁判の調停

や相続問題といった個人間の問題の解決を待つしかない状態にあったことも、換地処分が行われていない大きな要因となっていた。

今後は、町だけでなく、県、県土連、事業主体の○○共同施行組合も加えた対策会議を設置して、的確な対応策を検討していくととも

に、対策会議で具体的な対策を決め、権利関係者の協力の下、必要に応じ未同意者本人に換地の定め方や清算の方法について説明を行い

同意を求めていくこととする。

なお、相続未了地については、地元に対する個人的な感情の問題によるところが大きく、早期の解決は望めない状況であるが、引き続

き関係者に協力を求めるとともに、前記の財産管理制度の活用が有効と判断されれば、その活用も視野に入れ、早期の換地処分を目指す

こととする。

※必要に応じて、県土連が実施する異議紛争検討に関する研修において事例発表を行い、遅延解消方策について知見を得ることとする。



５　統合整備強化に関する事項

（１）県のマスタープランにおける規定
【記載要領】
・県のマスタープランにおける、県の基本方針や、当該土地改良区に係る合併等に関する記述を要約して記載する。

(記載例）

（２）他の土地改良区との重畳・重複及び同一市町村内の他の土地改良区の状況等

【記載要領】

（記載例）

・重畳・重複の状況

・同一市町村内の土地改良区 ○○土地改良区　　○○土地改良区

（３）合併又は合同事務所設置等への取組について

【すでに必要な合併等を完了しており、地区の変更が見込まれない場合】

・これまでの合併等への取組の経緯等を記載する。

・○○県マスタープランにおいては、小規模土地改良区の解消の促進、同一市町村内の土地改良区の合併の促進等することとされている。また、本土地改良区に関しては、「○○土
地改良区、○○土地改良区の合併を進める」とされている。

・○○県マスタープランにおいては、○○県、市町、土地改良事業団体連合会が連携して、将来の合併を見据えた取組を行うことが重要であるとしている。また、本土地改良区に関し
ては、「○○市、○○市等においては、すでに合同事務所を設置し、設置後十数年経過しているが、今後合併に向けた取組を強化していく必要がある」としている。

・○○県マスタープランにおいては、５００ｈａ未満の土地改良区の解消、１市町村１土地改良区の実現を基本方針としている。また、本土地改良区に関しては、「管内５土地改良区は当
面現状維持とするが、同一市町村単位の合併に向けた指導を継続し、協議・検討を進める」とされている。

○○土地改良区（重複面積　○○ｈａ　重複組合員　○○名）

【記載要領】

・他の土地改良区との重畳・重複の状況や、同一市町村内の他の土地改良区の状況等を記載する。重複面積等について現況を把握していない場合は、概数で記載するか、あるいは
「詳細未把握」等と記載する。



【合併等に取り組む場合】

①　基本的考え方
【記載要領】　

・合併に取り組む場合の基本的考え方を記載する。

（記載内容の例）

②　今後の対応の方向
（記載要領）　
・検討体制、想定される合併の時期等について記載。

（記載内容の例）
・関係機関との連携、地元への周知、関係土地改良区との協議会の設置、想定される合併の時期等。

③　合併にあたって特に課題になると想定される事項と検討方針について
（記載要領）　
・その他、合併にあたって特に課題になると想定される事項がある場合、その事項と対応方針について記載する。
 （計画策定時点で、特に課題が想定されない場合は、本項目を削除のこと）

・土地改良区の運営体制を強化するため、職員一名を雇用できるよう水系を同じくする○○土地改良区及び○○土地改良区との合併について検討を進めること、等。

・これまでの水系を同じくする土地改良区との合併の取組により、今後合併は見込まれない。一方、周辺の未組織地域を地区に取り込み農業用水を供給することにより、未組織地域の
安定的営農が可能となることから、今後はこれら未組織地域の地区編入の可否について検討を行う、こと等。

・隣接する土地改良区と合併し、３００ha以上の土地改良区となることについて検討を進めること、等。

・当面、隣接する○○土地改良区と合併の検討を重ね、最終的に市町村一円の土地改良区を目指すこと、等。



６ 研修・人材育成

（１）研修・人材育成に係る基本方針

（記載例）
○ 統合整備推進に関する研修
本土地改良区は、隣接する○○土地改良区と平成○○年をメドに合併することについて検討を進めることとしている。合併に向けた検

討を進めるにあたっては、役職員が○○（例：合併協議の体制構築・進め方や合併推進に係る諸課題・懸念事項への対応等）についての
基礎的、専門的知識を習得する必要がある。このため、連合会等が主催する統合整備の推進に関する研修等に役職員を派遣し、必要な知
識の習得に努めることとする。（必要に応じて、「○○年○○研修に役職員○○名を派遣予定」、「○○年まで毎年、○○名以上を○○研
修に派遣」等具体的な計画を記載）

○ 土地改良施設の維持管理に関する研修
本土地改良区は○○等の土地改良施設を管理しているが、これらの施設の○○（例：老朽化等）が課題となっている。これらの課題に

対応し、的確かつ効率的な保全管理を推進するためには、日常管理における点検、操作等及び点検結果に基づく定期的な整備補修等を適
切に実施するために必要な基礎的、専門的知識を習得する必要がある。このため、連合会等が主催する土地改良施設の維持管理に関する
研修に役職員を派遣し、必要な知識の習得に努めることとする。（必要に応じて、「○○年○○研修に役職員○○名を派遣予定」、「○○
年まで毎年○○名以上を○○研修に派遣」等具体的な計画を記載）

○ 会計・複式簿記研修
財務状況の明確化・透明化を図るため、複式簿記や外部監査の導入を計画していることから、役職員がこれらの基礎的な知識と実務を

習得するため、連合会主催の研修会等に参加する。また、非補助土地改良事業を計画しており、事業実施手続や融資制度の習得に努める。

○ 換地処分研修
換地処分遅延地区の解消に向けて、関係機関との連携・調整や各種制度の活用について検討することとしているが、遅延の原因は複

雑かつ長期にわたっていることから各種対応策を検討する必要がある。
また、対応方策検討に併せて、県土連等が主催する異議紛争を協議する研修会へ参加することにより、県内及び近県の他地域で解決

を図った類似事例等を把握し、遅延地区の解消に努めることとする。

○ 換地技術者育成
本土地改良区には、土地改良換地士が在籍しておらず、必要に応じて県土連等からの助言・指導を受けているところである。本地区

では、近くほ場整備事業の実施を予定しており、換地委員等の選任及び換地計画作成に当たっての合意形成には、土地改良区における
換地業務に関する知識を有する者の存在が不可欠となる。このため、県土連等が主催する換地技術の向上に関する研修に職員を派遣し、
換地業務に関する知識の習得に努めることとする。



７ その他必要な事項
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